
千葉都市モノレール事業推進協議会設置・運営要綱 

 

（設置） 

第１条 都市モノレール事業の円滑な推進を図り、千葉市として実施すべ

き施策について検討するため、千葉都市モノレール事業推進協議会（以

下「推進協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進協議会は、次の各号に定める事項について検討する。 

（１）都市モノレールの延伸事業に関すること。 

（２）都市モノレール施設の維持管理及び設備更新に関すること。 

（３）その他必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 推進協議会は、別表１に掲げる者をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第４条 推進協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、都市局を担任する副市長の職にある者をもってこれに充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。 

４ 副会長は、都市局長の職にある者をもってこれに充てる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 推進協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。 

２ 副会長は、会議の招集を必要と認めたときは、会長に会議の招集を請

求することができる。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求めるこ

とができる。 

４ 推進協議会は、別表１に掲げる委員の半数以上の出席がなければ開催

することができない。 

（検討部会） 

第６条 推進協議会は、検討部会を置くことができる。検討部会は必要に 

 応じて推進協議会に報告し、指示を受ける。 

２ 検討部会は別表２に掲げる者をもって組織する。 

３ 検討部会に会長を置く。 

４ 検討部会長は、都市部長の職にある者をもってこれに充てる。 

５ 検討部会は、会長が主宰する。 

６ 検討部会は、会長が必要と認めるときに招集する。 



(庶務) 

第７条 推進協議会及び検討部会の庶務は都市局都市部交通政策課にお 

いて処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事 

 項は、会長が定める。 

 

  附 則  

 この要綱は、平成１９年５月２３日から施行する。 

  附 則  （平成２０年４月１日改正） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則  （平成２８年４月１日改正） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

別 表 １ （推進協議会） 

   委     員 

都市局を担任する副市長 

都市局長 

総合政策局長 

建設局長 

都市部長 

土木部長 

道路部長 

 

 

別 表 ２ (検討部会) 

   委     員 

都市部長 

交通政策課長 

政策企画課長 

都市計画課長 

路政課長 

維持管理課長 

道路計画課長 

 


